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第１章 2016年度の経済産業政策の流れ（総論） 

 

アベノミクスを好循環につなげ、「希望を生み出す強い経済」を実現する 

初めに、アベノミクスを更なる経済の好循環につなげ、「希望を生み出す強い経済」を実現します。アベノミクスの下

で、ＧＤＰ、就業者数は増加し、賃上げ率も１７年ぶりの高水準となるなど、2016年の年明け以降の原油価格の下落や、

世界的な金融資本市場の変動にも関わらず、経済の好循環は着実に回り始めています。他方、地方や中小企業を中心にい

まだ実感がないとの声があることも事実です。この経済の好循環を揺るぎないものとし、国民に広くアベノミクスの果実

を実感してもらうことが最大の責務です。 

まず、デフレ脱却に向け、過去最高の企業収益を、賃上げを通じた消費拡大や設備投資の拡大に結びつけていくことが

重要です。2015年 12月末の税制改正大綱に盛り込んだ、「法人実効税率２０％台の来年度からの実現」と、史上初の「固

定資産税の投資促進減税制度の創設」によって、政府としても後押しする考えです。 

また、2017年４月からの消費税の軽減税率制度の導入に向け、中小企業・小規模事業者の準備が円滑に進むよう、複

数税率に対応したレジの導入支援など、事業者支援にしっかりと取り組みます。 

こうした取組と同時に、日本が直面する中長期の構造的課題に挑み、未来を見据えた新たな国づくり、「一億総活躍社

会」の実現に邁進します。戦後最大となる名目ＧＤＰ６００兆円の達成に向け、「希望を生み出す強い経済」を実現する

ことは経済産業省の大きな使命です。 

 

第四次産業革命の実現 

第二に、世界に先駆けて「第四次産業革命」に取り組み、様々なイノベーションを生み出します。「新産業構造ビジョ

ン」の策定を通じ、未来像を官民で共有し、自動走行やロボット・ドローン、医療・健康など様々な分野で、ＩｏＴを活

用した世界をリードできる先駆的事業を生み出します。 

世界最先端の研究開発環境の整備や大胆な規制緩和により、我が国に海外トップ人材や投資を呼び込む「内なる国際化」

を進めます。また、産学連携や、ベンチャー企業の支援などを通じたオープン・イノベーションの促進、知財戦略の強化、

我が国発の国際標準獲得などに取り組みます。 

「攻め」のイノベーションを実現するためには、「守り」を固めることが不可欠です。独立行政法人などのサイバーセ

キュリティ対策強化や、人材育成、重要インフラのセキュリティ対策などに全力で取り組み、我が国の経済、産業を支え

るサイバーセキュリティを確保します。 

  

世界の成長を取り込んだ経済発展 

第三に、世界の成長を取り込んだ経済発展の実現をします。2016年２月４日、ＴＰＰ協定が署名されました。2015年

12月には、日本が議長国であったＩＴＡ拡大交渉が妥結しました。今後も、日ＥＵ・ＥＰＡを始め、経済連携協定の早

期妥結に全力を尽くします。 

ＴＰＰによる巨大な自由貿易圏の誕生は、多くの企業に新たな成長の機会を提供します。特に、ＴＰＰを中堅・中小企

業にとってのチャンスとすることが最も重要です。今般の補正予算も活用し、支援機関を結集させた「新輸出大国コンソ

ーシアム」を形成し、現地での商談や海外店舗の立ち上げなどを専門家がサポートできる体制を作ります。 

ＴＰＰは、農業を成長産業とするチャンスでもあります。関係省庁の叡智を結集し、新商品開発の促進、コンビニエン

ス・ストアなどの小売・流通業者などと連携した販路拡大などにより、農産物の輸出力強化に取り組みます。 

また、我が国が世界の成長エンジンであるアジアに位置するという地の利をいかし、アジアの課題に共に向き合い、共

に成長していくことが重要です。急成長するアジアでは、エネルギー・都市・交通などにおけるインフラ建設や産業人材

育成が急務です。ＥＲＩＡを活用しつつ、「質の高いインフラパートナーシップ」を着実に実施し、2020年までに約３０



 2 

兆円のインフラ受注を目指します。また、アジア域内の２０大学程度に寄付講座の設立を行うほか、ＡＯＴＳ・ＨＩＤＡ

が培ってきた研修生ネットワークを強化することなどを通じ、アジアの人材育成に貢献しつつ企業の海外進出を支援して

いきます。 

インバウンドも重要です。外国人観光客は、我が国経済の起爆剤となる存在です。我が国の地域には魅力的な観光資源

がまだまだあります。外国人目線に立った観光地づくりを行うため、ファイナンスやマーケティングなどの支援を行い、

強靱な観光産業を育成し、地域経済を活性化します。 

 

責任あるエネルギー・環境政策の推進 

第四に、責任あるエネルギー・環境政策を推進してまいります。 

2015年 12月末、ＣＯＰ２１で「パリ協定」が採択されました。全ての国が参加する、公平で実効的な枠組に合意した

ことは、大きな歴史的転換点です。エネルギー・環境分野の革新的な技術開発を強化し、我が国の強みをいかしたアジア・

太平洋地域などでの国際貢献を進めます。2016年５月のＧ７エネルギー大臣会合においても、世界経済が直面するリス

クに対応したエネルギー安全保障の強化に向け、議長国として議論をリードします。 

国内においては、2016年４月からいよいよ電力の小売りが全面自由化され、全ての家庭や事業所で、自由に電力会社

や料金メニューを選べるようになります。今後も電力システム改革を着実に実行しつつ、昨年夏に決定したエネルギーミ

ックスの実現を進めます。エネルギーへの投資を大胆に拡大し、経済成長とＣＯ２排出抑制を両立していくため、徹底し

た省エネと再エネの導入拡大などを柱とする「エネルギー革新戦略」をこの春までに取りまとめ、成長戦略や地球温暖化

対策計画の策定に貢献します。 

再生可能エネルギーについては、国民負担を抑制しつつ最大限導入を進めます。国民負担の増大の懸念や電力系統への

受け入れ制約の発生といった課題に対応するため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法等の一部を改正する法律案」を提出しました。 

原子力については、原発依存度を可能な限り低減させることが基本方針です。同時に、資源に乏しい我が国が、経済性、

気候変動の問題にも配慮しつつ、エネルギー供給の安定性を確保するためには、原子力は、どうしても欠かすことができ

ません。そのため、国民の原子力に対する懸念に真摯応え、その信頼を高めてまいります。安全性を全てに優先させ、原

子力規制委員会によって新規制基準への適合を認められた原子力発電所に限り、地元の理解を得ながら、再稼働を進めま

す。 

また、高レベル放射性廃棄物の最終処分についても、国が前面に立って取り組みます。国民や自治体との対話を丁寧に

重ね、冷静に受け止めていただける環境を整えた上で、2016年中に科学的有望地を提示することを目指します。 

使用済燃料の再処理などについては、電力自由化後も必要な資金が確保され、着実かつ効率的に実施される体制を整備

するため、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する

法律案」を提出しました。 

足下の資源価格が低迷し開発投資環境が厳しさを増す中においても、石油・天然ガスなどの中長期的な安定供給に必要

な開発事業を着実に進めるべく、積極的な資源外交とともに、ＪＯＧＭＥＣを通じた我が国企業への投資資金供給を進め

てまいります。また、メタンハイドレートを含む国内資源の調査・開発を進めます。 

このほか、期限の到来のため、京都議定書に基づくクレジット取得業務を廃止する「国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案」を提出しました。 

 

福島の復興 

第五に、福島第一原発の廃炉・汚染水対策と福島の復興は、引き続き、経済産業省が担うべき最も重要な課題です。東

日本を襲った大震災から丸５年となります。2015年９月には全町避難となっていた楢葉町の避難指示が解除されました。



 3 

福島復興に向けた取組はこれからが正念場です。官民合同チームによる事業再開支援、イノベーション・コースト構想の

具体化、企業立地による雇用創出など、福島復興に向けた取組を着実に進めます。 

また、福島第一原発の廃炉・汚染水対策については、2015年９月にサブドレンが運用開始、１０月には海側遮水壁の

閉合工事が完了しました。引き続き、中長期ロードマップに則り、国も前面に立って安全かつ着実に対策を進めます。 

 

中小企業の成長実現 

最後に、中小企業・小規模事業者、中堅企業がアベノミクスの成果を実感し、攻めの姿勢に転じることが我が国の成長

に不可欠です。今後グローバル化が進めば進むほど、日本に根を下ろして頑張る中小企業・小規模事業者、中堅企業が日

本経済を支える屋台骨としてより重要になります。 

このため、地域のサービス業などの生産性向上を支援する、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を

改正する法律案」を提出します。業種毎に生産性向上に向けた方策を分かりやすく示した上で、商工会、商工会議所、地

域金融機関などの地域支援機関が一体となって、固定資産税の軽減措置をはじめとする金融・税制措置を含め、きめ細か

な支援を行います。 

下請取引の適性化を図ることも不可欠です。本年度末までに大企業１万５千社以上、中小企業１万社程度を対象に価格

転嫁の状況などについて大規模な調査、三次・四次下請などの立場の弱い事業者に対する聴き取り調査を行い、きめ細か

に実態を把握して下請取引対策に万全を期します。 
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